
長計審⑤資料５ 

(1)現基本計画の施策の主要成果 
 （「板橋区基本計画の達成状況と課題」 P９～10参照） 

(2)社会環境の変化、国・都の動向等 
（「行政基礎資料」 P76～78参照） 

(3)区民の意識意向等 (4)論点（「あるべき姿」と今後の「施策のあり方」） 

個別目標Ⅰ-３ 一人ひとりが健康づくりに取り組むまち 
■施策の方向＿健康づくり推進体制の整備 
 □施策＿総合的な推進体制の整備 
  ○子ども発達支援センターの開設 
  ○地域保健福祉計画の推進 
 
個別目標Ⅰ-５ 自立とふれあいにより社会参加ができるまち 
■施策の方向＿多様な福祉サービスの確保 
 □施策＿利用者に応じた相談・サービス提供体制の確立 
  ○保健福祉オンブズマン制度の運営 
  ○福祉総合相談室の充実 
  ○権利擁護いたばしサポートセンター運営助成  
 □施策＿サービスの量と質の確保 
  ○障がい者への日常生活サービスの充実（重度身体障がい者 
   向け訪問入浴サービス等） 
  ○グループホーム等の整備促進 
 □施策＿地域の支えあいによる福祉サービスの推進 
  ○民生委員活動の充実 
  ○孤立死を防ぐため、都住宅供給公社と連携協定を締結 
■施策の方向＿自らの選択による自立と社会参加への支援 
 □施策＿自立支援の体制の整備 
  ○三園福祉園（生活介護・重心施設）の開設 
  ○こころの健康サポーターの活動支援 
  ○障がい者自立支援関連事業（法内事業への移行等） 
 □施策＿社会参加の機会の拡大 
  ○障がい者の社会参加の促進（障がい者スポーツ大会、障が 
   い児（者）水泳教室、余暇活動団体ガイドブック作成等）  
 □施策＿障がい者への就労援助 
  ○高島平駅内に障がい者による自主生産品販売店舗開設 
  ○板橋区障がい者就労支援事業「ハート・ワーク」の充実 
 □施策＿生活基盤の安定 
  ○生活保護世帯の援護 
  ○被保護者の自立支援・就労支援（「無料職業紹介事業」 
   「就労意欲喚起等支援事業」を開始） 

【障がい者施策】 
○国の障がい者施策の変遷（図表１） 
  障がい者に関する国内法整備を進め、平成26年１月に 
  国連の「障害者権利条約」を批准した。 
○障がい者（身体・知的・精神）手帳の所持者の数は増 
  加傾向にあり、とりわけ精神障害者保健福祉手帳保持 
  者数は、ここ10年間で約3倍に増加。（図表２） 
○障がい者就労援助事業の登録者数は増加傾向（委託 
  先を変更した平成23年度を除く）にあり、就労実績も近 
  年増加傾向。（図表３） 
○平成24年4月から法改正により障がい児支援の強化が 
  実施され、放課後等デイサービスを中心に利用者数は 
  増加傾向。（図表４） 
○平成23年7月に開設した子ども発達支援センターの相 
  談件数は年々増加しており、相談希望者の待機期間 
  は２か月を超える状況となっている。（図表５） 
【生活保護制度】 
○区内の生活保護実人員の増加傾向は落ち着きを見せ 
  ているが、保護率は高い水準にある。 
  また、世帯類型別の世帯数の推移では、稼働年齢層 
  を多く含むその他世帯の増加に加え、高齢者世帯が引 
  き続き増加傾向。（図表６） 
○生活保護受給者に対する就労支援プログラムでは、平 
  成24年度からの無料職業紹介事業、就労意欲喚起等 
  支援事業の事業委託の導入により、就労実績等に効 
  果が表れている。 
○生活保護法改正（平成26年7月施行） 
  就労による自立促進、生活保護費不正受給の防止、 
  医療扶助の適正化などを柱として改正。 
【生活困窮者自立支援制度】 
○生活困窮者自立支援法（平成27年4月施行） 
  生活保護に至る前の段階から、生活困窮者の自立に 
  向けて早期に支援を行い、「第２のセーフティネット」を 
  構築。（図表７、８及び９） 

【区民意識意向調査】 
 ○障がい者福祉サービス 
  ・相対満足度8.9% 
   （全項目平均15.75%） 
  ・改善度0.01 
   （全項目平均0.04） 
 ○障がい者の社会参加 
  ・相対満足度△0.5% 
  ・改善度0.05 
 ○障がい者福祉 
  ・重点分野（第14位）  
   14.6% 
 
【区民検討会】 
 ○生活保護者の労働意 
      欲を高めるようまわり 
      がサポート 
 ○誰もが公平に受けられ 
     る福祉 

政策分野別課題の検討③（障がい・生活福祉分野） 

１ 

生涯を通じ、安心して住み 

続けられる福祉のまち 

障がい者の地域移行の推進 

障がい者の就労の促進 

生活保護受給者・生活困窮者の 
自立の促進 

発達障がい者（児）・ 
障がい児への支援の充実 

【図表１ 国の障がい者施策の主な変遷】 

制 度 概 要 

障害者自立支援法の成立 

（平成18年10月施行） 
 ↓ （改正） 
障害者総合支援法の成立 

（平成25年4月施行） 

障がいの種別に関わらずサービスを利用できる仕組みの一元化や、サービス提供主体の一
元化（市区町村）が行われ、その後、法改正等を経て障がい者の範囲の見直し（発達障がい
や難病の追加）や利用者負担の見直し（応益負担から応能負担）、相談支援の充実や障が
い児支援の強化（児童福祉法の一部改正）、 地域における自立した生活のための支援の充
実等が実施されている。 

障害者虐待防止法の成立 

（平成24年10月施行） 
虐待を受けた障がいのある人に対する保護、擁護者に対する支援のための措置等を定め、
障がい者虐待の防止等に関する施策を促進する。 

障害者優先調達推進法 

（平成25年4月施行） 

障害者就労施設等で就労する障がい者等の自立の促進に資することを目的に、障害者就
労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項を定め、障害者就労施設等が供給す
る物品等に対する需要の増進等を図る。 

障害者雇用促進法の改正 

（平成28年4月施行） 
雇用の分野における障がい者に対する差別を禁止するための措置や、精神障がい者を法
定雇用率の算定基礎に加える（法定雇用率の算定基礎の見直しは平成30年4月施行）。 

障害者差別解消法の成立 

（平成28年4月施行） 

全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し
合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進（一部附則
を除き平成28年4月施行）。 

出所）板橋区資料より作成 
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生活保護受給者・生活困窮者支援を 
通じた地域づくりの促進 

注）身体障害者手帳、愛の手帳（知的）、精神障害者保健福祉手帳の所持者数（各年4月1日現在） 

出所）板橋区資料より作成 

【図表2 板橋区の障がい者手帳の所持者数の推移】 
(人) 
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※就職件数は、障がい者就労支援事業の紹介による障がい者就職件数 
※平成23年度は、委託先を変更する際に名簿の整理を実施したため減となった 
出所）板橋区資料より作成 

【図表３ 板橋区の障がい者就労援助事業（ハートワーク）登録者数及び就職件数の推移】 【図表４ 板橋区における障害児通所支援サービスの利用状況（延べ利用者数）の推移】 

※平成24年4月の法改正により、障がい種別で分かれていた障がい児施設のうち、通所による 
 支援を「障害児通所支援（児童発達支援等）」に一元化し、実施主体を市区町村へ移行 
出所）板橋区事務実績調書より作成 

【図表５ 板橋区子ども発達支援センターの相談件数（延べ）の推移】 

※板橋区子ども発達支援センターは平成23年7月に開設 
出所）板橋区事務実績調書より作成 

※件数は、世帯数   ※‰（パーミル）は、千分率 
※各年度とも３月中に現に保護を受けた世帯数（停止世帯除く） 
出所）板橋区資料より作成 

【図表６ 板橋区の生活保護世帯の世帯類型別の推移】 

※年度の下の数値は、保護率を示す 
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３ 

【図表７ 社会保障制度における第２のセーフティネット「生活困窮者自立支援法」の位置づけ 

【第３のネット】 

【第２のネット】 

【第１のネット】 

   生活保護法・改正 

社会保険制度 

労働保険制度 

生活困窮者自立支援法 

総合的な 

生活保護・生活困窮 

者対策への取り組み 

生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）について 
 
 １ 制度概要 
   生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相 
     談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うもの 
 
 ２ 法定事業 
 【必須事業】自立相談支援事業、住居確保給付金 
 【任意事業】就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業 
   ※その他、民間事業者の自主事業である就労訓練事業あり 
  
 ３ 対象者 
   現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者 
   ※ 学習支援事業を除き、生活保護受給者以外の生活困窮者 
   ※ その他、事業により年齢・資産等の要件設定あり 
 
 ４ 制度の目指す目標 
   ○生活困窮者の自立と尊厳の確保 
   ○生活困窮者支援を通じた地域づくり 
 
 ５ 支援の特徴 
   包括的な支援、個別的な支援、早期的な支援、分権的・創造的な支援 

出所）板橋区資料より作成 

【図表８ 生活困窮者自立支援制度の主な対象者】 

■国の制度説明資料より 

・福祉事務所来所者のうち生活保護に至らない者は、高齢者等も含め年間約40万人 

○非正規雇用労働者  平成12年：26.0% ⇒ 平成24年：35.2% 

○年収200万円以下の給与所得者  平成12年：18.4% ⇒ 平成23年：23.4% 

○高校中退者  約5.4万人（平成23年度） 

○中高不登校者  約15.1万人（平成23年度） 

○生活保護受給世帯のうち、約25%（母子世帯においては、約41%）の世帯主が 
 出身世帯も生活保護を受給（関西国際大学の調査研究結果） 

○大卒者の貧困率が7.7% ⇒ 高卒者：14.7%  中卒者（高校中退者含む）：28.2%  

○最終学歴  中学卒26.0%  高校中退13.2% 

○子どもの頃（0～18歳）の間に生活保護を受給したことがある世帯  12.5% 
 ※学歴が低い方に「ある」が多くなっている 
     ［最終学歴別の割合］中学卒16.3% 高校卒9.8% 専門・短大卒8.2% 大学・大学院卒2.5% 

■板橋区の状況 

・生活保護受給者（稼働年齢層）に対するアンケート結果 

 （調査基準日：平成23年10月1日 有効回答：3,166件） 

【図表９ 生活保護受給世帯の高等学校進学率】 
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※高等学校等進学率には、全日制・定時制・通信制・中等学校後期課程・高等専門学校及び 
 特別支援学校を含む 
出所）板橋区：公立学校卒業者の進路状況調査 
   生活保護受給世帯：板橋区福祉事務所による調査結果 

≪主な対象者≫ 

 現在生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性のある者で、自立が見込まれる者 

（参考：その他生活困窮者の増加等） 

政策分野別課題の検討③（障がい・生活福祉分野） 


